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交通機関不通および警報発令の場合 

 

以下の事由による場合は、授業は以下のとおり取り扱うこととする。 

 

① 交通ストライキによって、京葉線・総武線・東西線・大江戸線・新宿線・有楽町線・都営バスのうち一つ

でも不通になった場合。 

② 気象庁発表、東京２３区東部に大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・津波の警報または特別警報が発令され

ている場合。 

③ 計画運休の発令により、京葉線・総武線・東西線・大江戸線・新宿線・有楽町線・都営バスのうち一つで

も不通になった場合。 

 

復旧・解除の時間 平常授業(50分) 短縮授業(40分) 短縮時程 

午前６時より前 
ＳＨＲ  8:30～ 

１時限目より授業 

ＳＨＲ  8:30～ 

１時限目より授業 
  

午前６時から午前９時より前 
ＳＨＲ 10:30～ 

３時限目より授業 

ＳＨＲ 10:30～ 

３時限目より授業 

３限 10:40～11:20 

４限 11:30～12:10 

５限 12:55～13:35 

６限 13:45～14:25 

午前９時から午前11時より前 
ＳＨＲ 13:05～ 

５時限目より授業 

ＳＨＲ 13:05～  

５時限目より授業 

５限 13:15～13:55 

６限 14:05～14:45 

午前11時以降 自宅学習 

     ※その他状況により、適宜判断して対応する。 

   ※登校・授業時に上記の防災情報（警報）が発令された場合は、状況を確認しながら、学校待機または下校

の判断をする。 

   ※計画運休の発令の場合は、交通状況や運休状況により、適宜判断して対応する。 

 


